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　イ タ イ イ タ イ病 は 日本 の 公害病認定第
一

号で あ り，イ タ イ イ タ イ病裁 判 は 隅大公害裁判の 先頭

を切 っ て 被害住民原告が 勝訴 した裁判 で ある 。 そ の 意味 で は現代 凵本の 公 害問題 の 原点で あ り，

近代 日本の 鉱害の 原点とされ る足尾鉱毒事件 に 匹敵す る公害事件 と 言える c

　本稿 は，江 戸 時 代 以 降 の 300年 以 上 に及 ぶ 鉱 公 害の 歴 史，イ タ イ イ タ イ 病の 原因物質で ある カ

ド ミ ウ ム を排出 した 三井 金 属
・
神岡鉱 山 の 約120年 に及 ぶ 歴 史，イ タイ イ タ イ病発見後 の 約40年

に 及ぶ 被 害者 運 動 の 歴 史 ，
イ タ イ イ タ イ病裁判後の 約30年 に 及 ぶ 公 害防止 対 策 な ど を，加 害 と 被

害の 社会 過 程 に 焦 点を 当て て 歴 史的 に概括 して，20世紀 H本 の 典型 公 害の
一
つ で あ る イタ イ イ タ

イ病問 題の 教訓 を明 らか に す る 。

　ま た，イ タ イ イ タ イ病 の 公 害病認 定30周年 を記念 し て ，「イ タ イ イ タ イ病 と カ ドミ ウ ム 環 境 汚

染対策に 関す る 国際 シ ン ポ ジ ウ ム 」が 1998年 に富 ［［1市 で 開催 され，カ ドミ ウ ム 汚染の 世界的 な 広

が りを明 らか に したが，食糧庁 に よ る 1997− 98年産米 の 全 国調査 で は ，秋 出県，新潟県，宮城 県

な どで lppm以 上 の カ ド ミ ウ ム 汚 染 米 が 多数 発 見 さ れ ，イ タ イ イ タ イ病 は 過 去 の 公 害 病 で は な く，

カ ドミ ウ ム 汚染問題が 未解決 で あ る こ とを示 す。
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は じめ に

　イタイイ タイ病 は 日本 の 公害病認定第
一

号で あ り，イタイイ タイ病裁判 は四 大公害裁判の 先

頭 を切 っ て 被害住民原告が勝訴 した裁判 で ある 。そ の意味で は現代 H本の 公 害問題 の 原点で あ

り，近代 日本 の 鉱害 の 原点 とされ る足尾 鉱毒事件 に匹敵する公害事件 と盲える 。

　本稿は，江 戸時 代以降の 300年以上 に及ぶ 鉱公害の 歴 史，イタイ イ タ イ病 の 原 因物 質で ある

カ ド ミ ウ ム を排出 し た 三 井 金属 ・神岡鉱 山の 約120年 に 及 ぶ 歴 史，イ タ イ イタイ病発 見後 の 約

40年に及ぶ 被害者運動 の 歴史 ，
イ タ イイ タ イ病裁半1」後の 約30年に及 ぶ公害防止対策などを慨括

して ，20世紀 日本 の 典型公害 の
一つ で あ る イ タ イ イ タ イ病問題 の 教訓 を明 らか に し，21世紀に

重大化する ア ジ ア を含む地球的規模 の 環境問題 へ の 取 り組 み の
一助 と し た い

．

　本稿で は ， 1，前近代の 神岡鉱山 と鉱害，2．近代 の 三井 ・神岡鉱 山と 鉱害，3．現代 の 三 井 金

属 ・神岡鉱山とイタイイ タイ病，4．イ タイイ タイ病裁判後の 三 井金属 ・神岡鉱山 と環境再生 の

4節に時代 区分 し，歴史的に加害 と被害の 社会過程 に焦点を当て て記述 す る。
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1．前近代の 神岡鉱山と鉱害

　「養老年間 （720 年頃）に神 岡鉱山付近 で 黄金を産 し天 皇 に 1獣じた 旨の 口 伝あ り」（三 井金属

鉱 業，1973） とする が ，信憑性 は ない 。後の 神岡鉱山の 中心鉱 区 に 当 た る茂住銀山及び 和佐保

銀［1［は ，おそ らく16世紀末 に発見 ・稼行 さ れ
， そ の 盛山 は 慶 長年間 （1596〜1614年）の 金森長

近 の 家臣 ・茂住宗貞の 時 代 で あ っ た
。 しか し，両銀山の 盛況は

， 早 くも寛文年間 （i661−−72年）

に は み られ な くな っ て い る 。 元禄5 （1692 ）年 ， 徳川幕府は飛騨
一

国を直轄領 と したが ，その

目的は 木材資源 と鉱物資源 の 確保にあ っ た とい われる 。 しか し，こ の 頃の飛騨の 諸銀山は衰退

して い たが ，
こ の 時期以 降，「鉱害」 に 関する文書が 見受け られ る 。 す な わ ち，和佐保銀銅鉛

山は 1694，1817，1830お よ び 1846年 に，鹿間銅 鉛 Lll及び茂住銀銅鉛 山は i855年 に，東漆山 の 取

切 山銅鉛山は 1866年 に，「悪水」 に関 して取 り交わ された証文等が 見 い 出さ れ た 。1819年頃 よ

り生産量 が増加 す る中で ，悪水 （鉱毒水） に よ る 農業や飲料水 の 被害も増 大 して い っ た の で
，

地元の 村は鉱山稼行 に当た っ て は，稼 人 （請負鉱業主 ）に悪水処理 を義務付け る よ うに な っ た。

1855年 に徳川幕府 は ，財 政危機が進み
， 貨幣改鋳 を迫 ら れ る 中で ，飛騨

一
国産出の 含銀銅鉛を

集 め て 銀製錬 を行 うた め に ，高山代 官所 に 銀絞吹所 （銀製錬所） を設置 し た が
， そ の 盛 況 も

1866年に は 急激に 衰 退 して い っ た （倉知他，1979：15−20）。

2．近代の 三 井 ・神岡鉱 山 と鉱害

2．1，明治維新後の 三 井 ・神岡鉱山と鉱害

　幕末には衰退 して い た神岡鉱山は，1868年の 明治維新後，高山県 の 稼人 へ の 低利貸付けに よ

っ て 次 第 に復興 して い っ た 。 しか し ，
1873 年以後，稼人 の 経営は悪化 し，三 井組などの 特権商

人 へ の依存が強まり，1875年 に は 鉱 区借 区人 の 約85％ が三井組か ら借金 して い た 。そ こ で ，三

井組は次 々 と鉱 区を買収 ・拡大する とと もに
，

1878年に蛇腹平 で 通洞 の 開削に着手 し，1882年

に完成 した 。 1881年に は鹿間谷に飯場 ・吹所 （製錬所）な どの建築を始め
， 次第に本格的経 営

に 踏み 出 して い っ た。一
方，1867年開坑の 蛇腹平銅 山と1868年開坑 の 源蔵谷 銅 山 の 出鉱量 が増

大する に 従 い ，1872年頃よ り鹿間村で 鉱毒水が 流入 し，飲 料水や農作物に被害が発生する よう

に な っ た 。 1885 年 に神岡諸 鉱 山 の 全 山統
一

の 指示が ，時の 外務大臣 ・井、．、ヒ馨 に よ りな され ，

1886年か ら 1889年にかけて，三井組は神岡諸鉱山を買収 し， 全山統 一’
が ほぼ完了 した。全 山統

一一
後，三井組は選鉱 ・製錬部門を中心 に西欧 の 新技術 を導入 し，生産量 を増大 させ る に つ れ て

，

鉱害 ， とりわけ製錬 部門か ら の排煙 に よ る 煙害が激化 ・拡大 して い っ た 。 と くに，1890年の 回

転焙焼炉設署に伴 う煙害の 激化に よ り引 き起こ された住民 の 苦情 ・運動 は相当激 しい もの で あ

り，こ れ が 現神岡町 にお け る最初 の 鉱害反対の 住民運動で あ っ た 。 こ れ に対 して 三 井組は 1893

年に 鉱毒飛散除去室を設けたが ，粉塵中の 鉛を回収する設備で あ っ た （倉知他，1979：21−35）。

　1897年に 金本位制が実施 され て 銀価格が低落 したため，銀 の 生産 を主 目的 と し
， 副 産物 と し

て 鉛 を生産 して い た神 岡鉱 山 は， こ の 頃か ら次第に 鉛 の 生産 に 重点 をお くよ うに な っ た 。そ し
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て
，

1904年の 日露戦争の 勃発 に よる鉛需要の 増大 と価 格の 騰 貴に よ り，鉛 の 生産量 が増大 して

い っ た。注 目すべ きこ とは，それ まで 夾雑物 と して廃棄 して い た亜鉛 鉱石 の 採取を 1905年頃か

ら開始 した こ とで ある。亜鉛選鉱の た め に 1911年に 茂住に 浮遊選鉱場を建設 した が，こ れ は 日

本に おける 浮遊選鉱法の 嚆矢で あ っ た。1905年に製錬 所 を鹿間谷か ら鹿間に移転 し，設備の 拡

大 ・増強 を行 っ て い る 。 1905年まで は亜鉛鉱は廃棄 して お り，
亜鉛鉱 の 堆積場で 谷川 の 洪水 を

待 っ て 夜問 に 谷川 へ 放流 して い た。また，採鉱量 の 急増 に伴 い ，坑内水や捨石 も増加 して い っ

た が，害毒は ない と して 何 ら処理 する こ とな く， 谷川に放流 ・廃棄 して い た 。 さら に，選 鉱廃

滓は
， 沈殿池や シ ッ ク ナ

ー
を経 て 堆積場に 導か れ る が

， 索道運搬 中 に か な りの 廃滓が 流 出 した

とい わ れ る 。 1904 年に設置され た沈殿池や シ ッ ク ナ
ー

に は石灰は投入 され て お らず，堆積場 も

谷に堰を作 っ た簡単な もの で ， 豪雨等に よ り廃滓や廃水は 流出 し ， 強風に よ っ て も廃滓は飛散

して い た 。 こ の ように 亜 鉛鉱 の 採掘 ・処理 によ り， それ まで神岡鉱山周辺 に限定 され て い た 鉱

害は富山県側に まで 拡大 されて い っ た 。 すなわち，富山県婦負郡南部地方で は鉱毒 に よる農業

被害が起 こ り，1912年頃か らイ タイイタイ病患者が発生 しだ した （倉知他，1979 ：40 −50）。

2．2．第L 次世界大戦後の 三 井 ・神岡鉱山と鉱害

　1913年 に神岡 で 焙焼 さ れ た亜鉛 焼鉱 を原料に して ，日本 最大 の 三井 ・三 池炭鉱 の ある福岡県

の 大牟田 で 蒸留亜 鉛 の 生 産 を開始 した 。 1914年 に第
一

次世界大戦が 勃発す る と軍 需物資の 原材

料 と して の 亜鉛 に対する 国外か らの 需要が増大 した 。 鉱 質 ・鉱量 と もに ，日本最大規模 の 亜 鉛

鉱 を有す る神岡鉱山は
，

こ の 頃よ り日本最大の 亜 鉛鉱 ［⊥iと して の独 占的地 位を確立 した 。 1914

年 には神岡町で山林 ・農作物 ・家畜に著 しい 被害が発生 し，
tg17年に なる と被害 は ます ます拡

大 し
， 製錬の 中止 を要求するま で に 至 っ て い る （図 1参照 ）、こ れ に対 して ，

三 井は 1918年 に鉛

製錬過程 に脱硫塔 と電気集塵機 を設置す る とともに ，亜鉛鉱の焙焼を中止 し，以 後，亜鉛 精鉱

を三 池製錬所 へ 輸送 して焙焼 す る よ うにな っ た 。 第
一

次世界大戦が 終 わ っ た 1918 年以後，亜

鉛 ・鉛の 輸出が急減 し
，

三井の 亜鉛 ・鉛の 生産量 も減少 して い っ たが ，全国生産量に占め る三

井の割含は，亜鉛 ・鉛 ともに著増 して い っ た 。 こ うし た戦後不況を乗 り切 るため に ，神岡鉱 山

で は新技術の 導入 と合理化が進め られた。と りわけ，1927年の全泥優先浮遊選鉱法の導入は実

収率を増 大 させ た が
， 廃滓が 細粒化 して 流下 しや す くな り，処 理鉱石 の 微粉化 は鉛製錬過程で

排 出 ・拡散 されやす くな っ た 。 そ し て
，

1925 年以降，鉛製錬 に よる煙 害が 神岡町で 再燃 した

（倉知他 ，
1979 ：62−89）D

　l929年 の 世界大恐慌後 ， 鉛 ・亜 鉛の 生産量 は 急減 し たが
，
1931年 の 満州侵 略戦争 の 勃発後は

増大 して い っ た 。 と りわけ，1937年の 中国侵 略戦争 を契機に鉛 ・亜鉛の 生産量は著増 し て い っ

た。 強調すべ き点は，1942〜44年の 日本に おける鉛 ・亜鉛生産量 の うち実に60％以上 が直接軍

事用に供給 され ， 神岡鉱 山 も1943年 に海軍指定工 場 となり， 文字 どお り軍需工 場 とな っ て い た

点で あ る 。 神岡鉱 山の 出鉱量 は 1935年か ら1944年にか けて約 4倍に増 大 したが，こ の 増産は高

品位鉱石 の 大量採掘 と乱掘 に よ り初め て可能 となっ た 。 選鉱部 門で も生産拡大が計 られ
， 増大

した廃滓の処理方法 も改善 され たが，自然沈降処理 の み で化学的処理 は 行わ れ ず，廃水管理 も

極め て 不十分で あっ た 。 製錬部門で特筆すべ きこ とは，1943年の神岡鉱 ［11にお ける亜鉛 ・硫酸
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図1　 神岡鉱山に よ る煙害 ・鉱毒被害地域

＞ 1

）

上

（坂巻幸雄 ，1979）

出典 ：畑 （199 ア ：250 ）

製造の 開始と，1944年か ら の カ ド ミ ウム の 生産 の 開始で あ る。神岡鉱 山 で 亜鉛 製錬 を開始 し た

ため ，大気中 に放散す る汚染物質は激増 し
， 神岡町周辺 で 煙害が 発生 し た （倉知他 ，

1979 ：

97−】08）＝

　1931年頃よ り神通川 流域 で も鉱害が 問題化 し，三井は 1931年に 鹿間谷 に廃滓堆積場を建設 し
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たが ，坑内水や廃石は従来 どお り無処理 で あ り，被害は 減少せず ， 拡大する
一

方で あっ た 。 鉱

害反対運動は神通川上流か ら始ま り，下流 へ と拡大 して い き，被害住民 と地元 町村当局は富山

県 と国に 陳情 した 。富山県 当局 は 193．・2年に神通川 の水質や 底質，神岡鉱山の排水，被害農地 の

k 壌な どを調査 し た結果 ，
亜 鉛 に よる 高濃度汚染が認 め られ た 。そ の 当時は カ ドミ ウ ム の 分析

は して い な い が，通常 カ ド ミ ウ ム は 亜 鉛 の 約100分の 1程度随伴す る の で ，そ の 頃 か ら カ ド ミ ウ

ム で 汚染 され て い た と言え る 。
こ の 調査結果を踏 まえて ，富 山県は 三 井に 鉱毒防止設備に つ い

て 要請 し ， 神岡鉱山は
，

1933年に増谷堆積場の 建設を開始 した 。 しか し，1936年に増水の た め

鹿間谷堆積場の 堰堤が決壊す るな ど ， 鉱毒除害設備の 機能発揮は極め て 不十分で あ っ た 。 そ し

て
，

1937 −一一45年の 中国侵略戦争 ドの 増産 体制 で ，廃滓は堆積場 に運搬されず ， 河 川 へ 直接放流

されて い た の で，下流の 農業被害は一層激化 ・拡大 して い っ た 。 さら に，敗戦直後の 1945年10

月 に は，豪雨の ため に鹿間谷堆積場が決壊 し，40万m3 の 廃滓が流出した 。 1943年に 農林省技官

の 小林純 らは ，神通川流域の 鉱害被害調査 を実施 して お り，そ の復命書 の 中 に富山県が調査 し

た 1940 〜42年間の 被害農 地面積 を示 して い る。それ に よ る と，被害農地面積の 割合が高 い 地域

は ，大沢 野町 ， 新保町 お よ び婦中町 で あ り，
こ れ らの 町 は今日 で もカ ド ミ ウ ム に よ り最 も汚染

され て お り，イ タイイ タイ病患者が多発 した 地域で あ っ た （図 1参照）。 戦時体制 「，神通川 の

水 を農業用水に使用 し て い る地域 に限 っ て イ タ イイタイ病患者が 多数発生 し，こ の 時期 に お け

る カ ドミウム 摂取量 の 増大 と相まっ て イ タ イ イタ イ病が多発 した （倉知他，lg79：109−126）。

3．現代 の三 井金属 ・神 岡鉱山 とイ タイイ タイ病

3．1．第二 次世界大戦後の 三 井金属 ・神岡鉱山とイタイイ タイ病

　戦時中の 乱掘 によ り荒廃 した鉛 ・
亜鉛鉱 山で は ，敗戦直後 ， 政府の 「傾斜生産」政 策の ため，

硫酸工 場設備用 の 鉛管 ・鉛板需要に よ り鉛不足 と亜鉛過 剰 とい う事態が 生 じ た 。 し か し，1949

年の ド ッ ジ不 況下 にな る と，逆に鉛過剰 と亜鉛鉄板需要に よ り亜鉛不足 とな り，産銅 六社に比

べ て 亜鉛専業会社が 極 め て有利に な り，戦前 の 非鉄金属部門で は比較的遅れ て い た三井資本の

地位が急速に 高 まっ た 。 1950年の財閥解体 に よ り三井鉱 山  か ら金属 部門が分離 され
， 神岡鉱

業  が設立 され た
。

こ の 「金石分離」に よ り旧 三 井鉱山  の 石炭 E金 属兼営 の メ リ ッ トが な く

なり，

一
定の 打撃 とな っ たが，対全 国比 ，鉛 鉱 38％ ， 亜鉛鉱59％ ， 鉛製錬55％

，
亜鉛製錬62％

を占め，鉛 ・
亜鉛生産分野 にお ける 三 井の独 占的地位 は ゆ らが なか っ た 。

こ の 時期 に は ，朝鮮

特需 と亜 鉛鉄板需要の 急増 で 急成長 を遂げ ， 「三 井通 産省」 と呼 ばれ る ほ ど に な り，1952年 に

社名を 三井金属鉱業  に変更 した 。 戦後の 鉛 ・亜鉛の 需給関係 をみる と，鉛 の 供給は 1960年代

か ら再生鉛 の 比重が 50％以下 に低下 し ， 主な用途は 自動車用蓄電池で あ り，自動車生産の増大

と密接 に 関連 して い た 。 亜 鉛 の 供給 は，1960年代か ら輸入鉱が増加 し，主な用途は 鉄鋼製品で

あ り，それ らの 製品の 形で 相当量の 亜鉛が輸 出され て い た 。 三井金属鉱業  の 戦後資本蓄積指

標 を見 る と
，

1950年 と1975年を比 較 した場 合，生産物 で 約10倍，従業員数 で 0．7倍 ， 売上 高で

27倍 ， 利益金で 7．3倍 とな っ て お り，
1960 年代 の高度成 長期 に お け る仲び率 は著 しか っ た。戦
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後の 三 井金属鉱 業  の 資本蓄 積 は，高度成長下，従業員減少の もとで の 設備拡大，技術 革新と

合 理化の 展開で あ っ た 。 比較的国内資源と して 開発利用され て きた鉛 ・亜鉛鉱 業に お ける技術

革新 は，他産業と共通の 大量大型化 ・自動化 ・高速化 とい う特徴 を もっ て い る が
，

こ れ は 鉱石

品位低下傾向 と自由化圧力 に対応 して ，大量採鉱 と生産費低減を図 る た め に 生 じた もの で あ る。

そ して ，大量採掘 された鉛 ・亜鉛鉱を大量選鉱 ・製錬する こ とが要請 され，選鉱 ・製錬部門 に

お い て も大型化 ・自動化が進ん だ （倉知他 ，1979 ：135−146）。

　選鉱部 門 で は，と く に浮遊選鉱 法が 急速な発展 を遂 げ，大 量選鉱 に よ り廃滓量 が増大 したが，

1954年の和佐保堆積場 の 完成 と処 理 の
一

定の 改善に よ り，高度成長期 に は 戦時中ほ ど の農漁業

被害の 激化 を見て い な い
。 しか し，1955年に和佐保堆積場 の 決壊が起 き，か っ て な い 規模で 鉱

毒汚水が水田 に流入 し ， 下 流域に大 きな被害を もた ら した 。 また，神 岡鉱山よ り下流の 神通川

に ， 1954年以降 ， 神
一 ・神 二 ・神三 ・新猪谷の 四 つ の 水力発電ダ ム が完成 し，和佐保堆積場の

完成 と とも に ，神岡鉱山側 はそれ らを農業被害減少の根拠 に したが ，下流域 の 農民は ，「近年

鉱滓は ス ラ イ ム 状の微粉 と化 し，水田に流 入 して い る」 と した 。 すなわ ち， 大量採掘 され る鉱

石 品位 の 傾 向的低下 に対処 す るため，鉱石 の 粉砕を強め て 実収率 の 上昇 を計ろ うと したため で

ある 。 廃滓の
一

層の微細化に よ っ て ，和佐保堆 積場 の完成 ，
一

定の排水処理 設 備の 設置 に もか

か わ らず ， 被害が 継続 して い っ た。鉛 製錬部門で は
，

1960年代 に 入 る と
， 大型 化 ・自動化設備

や亜硫酸ガ ス 回収設備 ・集塵設備 の新設 が され た 。 亜鉛 製錬部門で も，計装 自動化，大型化 ，

連 続化が さ れ た 。 煙害発 生源 と な る焙焼部門の 硫酸回収技術は
，

1959年 まで 鉛製錬 排ガ ス か ら

硫酸は 回収されず，1957年 の 流動焙焼炉の 導入 まで 亜鉛製錬排 ガ ス か らの 硫酸回収率 も悪 か っ

た （倉知他，1979 ：146−156）。

　神岡町で は
， 戦前か ら煙害補償が され て い たが，戦後 もそれが 引き継が れた 。 1952年は，50

幾 年振 りの 悪 天候 と長雨に よ り古老 もか っ て 知らない 大凶作に見舞われ ，煙 害 もひ どか っ た 。

被害農民は，被害実態調査 ，
生石灰投 入調査，土壌酸性濃度調査 を行 い

， 石灰 の無償配付，補

償や援助などを鉱業所に陳情 し，1952年三井に 鉱 害の 補償契約を結ば せ る こ とに成功 した。富

山県で は，神通川 か ら流 入 した鉱毒が
， 水稲の 活着 と発育 を阻害し，滅収を もた らし，1950年

頃の被害面積は 2，300haで
， 減収見込量 は 3，000石 で あ っ た 。 1952 〜53年頃に は

， 神通川水系 の

灌漑面積2，800haの うち，1，900haに大 きな被害が現 わ れ た 。また ，漁業被害も1947年頃か ら毎

年あ り，高原川漁業協 同組合 の 依頼で 1952年 に神通 川 の 水質汚 染調査 を実施 し た岐阜大学の 小

泉清明教授 は
， 「神通 川 にお い て 魚族 の 棲息が激減 し，又は 放流成績の極 め て 悪 い 原 因 は

， 神

岡鉱 山 の 廃水中 に含有 され て 神通川 に廃棄 さ れ る種 々 の 無機物質特 に，亜 鉛，鉛，銅，硫酸，

石 灰等の 解離 イ オ ン 又 は そ れ らの 塩類 の 作用に ある もの と考え られ る」 （小泉 ，
1952 ：3）との

調査結果 を報告 した （倉知他，1979 ：164−189）。

3．2．イタ イイタイ病裁判

　2節で 述べ た よ うに，イタイイ タイ病は大正 の 始め 頃か ら発生 して い た 。 神通川左岸 に ある

萩野病院の 萩野茂次郎は ，1935年頃か ら こ の 奇病 に注目し，鉱毒が原因で は ない か ともら して

い た 。 1946年に萩野昇は中国か ら復員 して ，現婦中町萩島で 父親 ・茂次郎 の 家業を継 い で 診療

44

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

特集 ：公 害 問題へ の視点

を始め た 。 驚い た こ と に外来患者の 7〜8割 までが神経痛様の 患者で あ っ た 。 萩野 昇は，神経痛

な どに対するあ らゆ る治療 を試み ，病因追究の ため の あ らゆ る検査 も したが，原因 も治療法も

見付か らずに年 月は過 ぎた 。 1955 年に細
’
菌学 の 権威 ・細谷省吾が ，「病因は細菌で あ り，日本

に ない 奇病 で ある」 と発表 し，マ ス コ ミ に取 り上 げ られ ，イタイ イタイ病は 全国 に知れ わた っ

た 。 同年，萩野昇は河野稔 と共同 で ，「栄養不良と過労に よ る新 しい 種類 の 骨系統疾患で ある」

と い う見解を学会で 発表 し
，

1956 年に は ，村田勇 と共同 で ，「栄養不良に 基づ く骨軟化症 で あ

る」 と い う見解 を発表した 。 しか し
，

こ の 見解 は，過去3回に わ た り模範農村 と して 表彰 され

て きた農民か ら強 い 批判 を受けた 。
こ の 頃よ り， 萩野昇 は 神通 川 へ 目を向ける よ うに な り，患

者の 発生 地点を地 図上 に打点する と
， 神通川流域 の

…
定地域 に集 中す る こ とに注 目 して疫学的

研究を進めた （図1参照）。 そ して，イ タイイ タイ病の 原 因は神通川 の 水で ある と考え，1957年

富山県医学会で
， 「イタ イ イ タ イ病 は神通川 の 水中 に含 まれ て い る亜鉛 ・鉛な どの 重金属 に よ

っ て 引 き起こ され る もの である」 とい うイ タ イ イ タ イ病鉱毒説 を初め て発表 した 。 1959年，神

通川流域の 鉱毒調査を 1943年に 実施 した こ との ある小林純は ，萩野昇か ら神岡鉱業所の廃水や

患者発生地区 の 川水を取 り寄せ ，ス ペ ク トル分析 した結果，亜鉛 ，鉛，カ ドミウ ム等を検 出 し

た 。 1960年に吉 岡金市 は，神通 川冷水害 と鉱害，特に イ タ イイ タ イ病の調査研究を始め，患者

の 骨や 内臓 ， 神通 川水系 の 川水 ， 抃戸水 ，
土壌，米 ・麦，野菜，家畜か ら雑草 に至る まで

， そ

の 成分 を分析 した （倉知他 ，1979 ：178−180）。

　1961年に萩野 昇は吉 岡金市 と連名で ，日本整形外科学会 で 初 め て イ タ イ イ タ イ病カ ド ミ ウ ム

説 を発 表した （萩野
・吉岡 ，

1961）。
こ うして ，業病が公害病 で あ る こ と が論 証 され

，
イ タ イ

イ タイ病カ ドミウ ム 説が確立 した 。 同年 ， 富山県は 「富山県地方特殊病対策委員会」 を発足 さ

せ たが ，萩野昇 ら を加えず，逆 に 鉱毒説 に 反対 の 学者 を加えた 。 また
，

1963 年に は厚生省が

「医療研 究 イ タイイ タイ病研 究委員会」 を，文部省が 「機関研究 イ タイイ タイ病研究班 」を発

足 させ たが ，萩野昇 ・小林純両氏 を加えた の は厚生省の 委員会の み で あ っ た 。 1966年， こ れ ら

三 つ の 研究グ ル ープ は合同会議を開 き，「イタイ イタイ病の 原 因物質と して カ ドミ ウ ム の容疑

が 濃い が ，…カ ド ミウ ム の 単独原 因説に は無理があ り，…栄養上 の 障害も原 因 の
一

つ と考えら

れ た」 とする，い わ ゆ る 「カ ドミウ ム ＋ α 説」 を発表 した。行政が行 う調査 だけ に大 きな期待

をかけ て い た 被害住民は
，

こ の 結論に は全 く納得で きなか っ た。そ して ，期待 を大 きく裏切 ら

れた住民は，同年に 「イ タ イ イ タ イ病 の 犯人追及，イ タイイ タイ病問題 の 打 開」の ため に，イ

タ イ イ タ イ病対策協議会を結成 した （倉知他，1979 ：180−181）。

　農業被害に つ い て は
， 比較的早 くか ら補償要求が 三 井 に 対 して 出 され て い た が ，イタ イイタ

イ病 に つ い て は，カ ド ミ ウ ム 説が確立 され て も， 被害者 らの 運動は なか なか起 こ らな か っ た。

そ の 理 由は
， 「騒 ぐと米が売れ な くなる」，「嫁 の も らい 手が な くな る」， 「相手が 大企 業の 三 井

で あ るか らj な ど とい うもの で あ っ た （近藤 ，
1969 ：70）。 しか し，被害者 の 家族 や患者 の 遺

族 を中心 とする住民は，「専属的 に運動 をやれ る人 を置い た方が よ い 」 と い うこ とで ，イ タ イ

イタイ病 対策協議会 を結成 し，会長 に小松義久 を選出 した 。 1967年の 5月と8月にイ タイイ タイ

病対策協議会は三井金 属鉱業   と集 団交渉を持 っ たが ，鉱山側の 態度は冷や や か で あ り，傲岸

無礼そ の もの で あ っ た 。 こ の 頃よ り，小松会長 は局面 を打 開す るため には裁判 以外に はな い と
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考えた 。 こ うし て
， 同年8月 に婦 中町出 身の 島林樹弁護十 と接触 を持 ち，同年10月 に は 新潟水

俣病裁判 の 現場検証 に参加 し，新潟水俣病患者 との 交流 で 激 しい 感動 を覚え た小松 会長 らは，

我 々 も裁判以外に な い と心 に決め た 。 同年12月 に提訴 を決意 し，1968年1月に全国か ら集 まっ

た 20入の 弁護士 か らな り，高岡市の 正力喜之助弁護i士 を団長 とするイタイイタイ病弁護団が結

成された 。 そ して ，同年3月3日まず患者9人 と遺族20人 の 計29人が，三井金属鉱業  を相手に

6，100万円の 慰謝料請求の 提訴 に踏み切 っ た 。 イ タイイ タ イ病弁護団は
， 同年11月朿京か ら富

山に転居 した近藤忠孝弁護士 を中心に現地事務局を確立 し，被害農民や労働者 を中心 とする支

援組織 と専門家で ある科学者や法律家が
一体 と な り，統

一
的 に 運動 を展開 し て い っ た （倉知他 ，

1979 ：181−184）。

　
一

方 ，提訴直後の 同年3 月 ， 厚生 省委託 の 日本公衆衛生協会イ タ イイ タ イ病研究班 （1967年

発足）は
， 研 究の 最 終結果を発 表 し，「イ タ イイ タ イ病の 原因物質で ある カ ド ミ ウ ム の 排出 の

主体 は神 岡鉱業所で ある」 と した 。 萩野昇 の 鉱毒説発 表後 ll年 目 に して初め て ，公的研究班が

汚染源を 三 井金属 の 神岡鉱 業所 と特定 した の で ある 。 さら に，厚生省 は 同年5月 にイ タイ イタ

イ病 に対す る見解 を発表 し，「イ タ イ イ タ イ病の 本態は ，カ ド ミ ウ ム の慢性 中毒によ り腎臓 障

害を生 じ，次 い で 骨軟化症をきた し，こ れに妊娠 ，授 乳，内分 秘 の変調，老化及び栄養 と し て

の カ ル シ ウ ム 等の 不 足な どが誘因 とな っ て イ タイ イ タイ病 とい う疾患 を形成 し た もの で ある」

と し，カ ドミウ ム に つ い て は，「自然界に 由来す る もの の ほ か は ，神通 川上流 の 三 井金属鉱業

神岡鉱業所の 事業活動に伴 っ て 排出され た もの 以 外に は見 当た らな い 」と し た （厚生 省 ，
1968）。

　イ タ イ イ タ イ病裁判 は ，第
一

回 凵頭弁論が 1968年5月に開か れ ，以後36回 の 口 頭弁論 と4回の

現 場検証 を経 て ，1971 年6月に富山 地方裁 判所 で 四大公 害裁判の 先頭を きっ て
， 患者 ・遺族の

勝訴判決が ドさ れ た 。 判決は ，被告 ・三井金属鉱業  の 鉱業法第109条 に基づ く無過 失賠償責

任 を認 め
， 原告29名の 訴額6，100万円に対 して

， 約5，700万円 を三 井 に支払 うよ うに 命 じた 。 3年

間の 裁判は，準備書面，証人 ， 書証すべ て の 点 にお い て 原告側が 終始被告側 を圧倒する形で進

め られ た 。 イ タイイ タイ病裁判に よ り，三井の 約 100年に 及ぶ 加害の歴史が明 らか に され ，因

果 関係 の 立証 を疫学的手法 を基礎 に して行 い ，それが判決 で採用 された。しか し，1．井金属鉱

業  は第
一

審判決を不服 として ，即 日，名古屋 高等裁判所金 沢支部に控訴 した 。 控訴審 は 12回

の 証拠調 べ と口頭弁論を経て ，1972年8月9日裁判所は 三 井金属鉱業  の控訴 を棄却 し，再 び原

告側が勝 訴 した 。 三井金属鉱業  は，上告を断念 し，第二 次以下 の 訴訟 も判決内容に従 っ て補

償する とい う見解を表明 し，判 決翌 日の 三井本社交渉で は，被害住民の 基本的要求をすべ て 盛

り込ん だ下 記 の 二 つ の 誓約書 と
一

つ の協定書 をと り結ば ざる を得 なか っ た （倉知他，1979 ：

185−187）o

　イタイ イ タ イ病の賠償 に関す る誓約書は
， 「1．当社 は イ タ イイ タ イ病 の 原因が 当社 の 排出 に

かか る カ ドミ ウ ム 等 の 重金属 に よ る もの で あ る こ とを認め，今後，裁判上 ，裁判外 を問わずこ

の こ と を争 う
一
切 の 言動 を しな い こ とを誓約する 。 2．（1）当社は

， イタイイタ イ病訴訟 第二

次乃至第七次の各原告 に対 し
，

1972年8月8日付請求 の 趣 旨拡張 申立書記載 の 請求額どお りの 金

員 を本月末 日限 り支払 う。 （2）右各事件 の 訴訟 費用 は全部当杜の負担 とす る 。 3．当社 は，イ タ

イ イタイ病訴訟第
一一
次乃至 第七次の 患者原告が前項 （1）の 賠償金の 支払 い を受 けた後死亡 し
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た場合に は，その 遺族に対 し，すで に支払 っ た賠償額 とイタイ イタイ病に よ る死 者に対する賠

償額 との 差額金を支払う。 4．当社 は，イ タ イイタ イ病訴訟原告以外の イ タ イイ タ イ病患者及び

要観察者 に対 し，イタイ イ タイ病対策協議会 か ら提 出 され る富山県知事の 証明書に基づ き誠意

を もっ て賠償する。5．当社は，今後新た にイタ イイタ イ病患者及び要観察者 に認定 された者に

対 して も前項 と同様 に賠償す る。ただ し既 に要観察者 と して の賠償金の 支払 を受けた患者に つ

い て はそ の 受領額 を控除す る 。 6．当社は，イ タイイタイ病患者及び要観察者の 今後の イ タイイ

タ イ病に か かわる治療費，入通 院費，温泉療養費，そ の他 の療養関係費の 全額 を請求に 応 じて

支払う。 7．第3乃 至 6項の 支払方法 に つ い て は別途協議す る 。」の 7項 目か らな っ て お り，イタイ

イ タ イ病 の 賠償は ，二 次か ら七次まで の 原告 と裁判 を して い なか っ た被害者 に関する賠償問題

が
一

挙に解決 した 。

　土壌汚染問題 に関す る誓約書 は
， 「1．当社は，当社神岡鉱業所排出に かか る カ ド ミ ウ ム 等 の

重 金属 による神通 川流 域 の イ タイイ タイ病発 生地域にお け る 過去及 び将来の 農業被害な らび に

土 壌汚染の 責任 を負担する 。 2．右第 1項 を前提 と して ，当社は 〔1）右被害地域 の 汚染米 とそ の

対策にかか わる損害を賠償する 。 （2）右被害地域の作付制限に と もなう農民の 損害 を賠償する 。

（3）「農用地の 土壌の 汚染防止等に 関する法律」に 基 づ い て ，右被害地域 にお い て農用地復元

対策事業が行われ る場合，a）原 因者 と して 事業費用総額を負担する 。 b）右事業に ともな う区

画 整理 な ど被害農民の 損害 とな る 部分に つ い て そ の 費用 を負担す る。c）右事業に と もな う滅

収な ど の 損害 を負担す る 。 」 の 2項 目3号か ら な っ て お り， 汚染土壌復元 の 見通 しが立 ち，それ

に伴 う農業 の 損害補償 を全 額 三 井 金属鉱 業  が 行 うこ と を保証 さ せ
， 同時 に汚染 に よ る損害の

補償 もさせ る こ とを約束させ た 。

　公 害防止協定 は
， 「乙 （三 井金属鉱業  〉は

， 神岡鉱業所の操業 に関 し，今後再び公 害 を発

生 させ ない こ とを確約 し，当面 つ ぎの こ とを甲 （被害住 民 4団体）と協定する 、 L 甲 ら の い ず

れかが必 要 と認 め た ときは ，乙 は，甲ら及び 甲らが指定す る専門家が，い つ で も，乙 の 廃水溝

を含む最終廃水処 埋設備及び廃滓堆積場 など関係施設に立 入 り調査 し，自主的 に各種の資料な

どを収集する こ とを認め る 。 2．乙 は，甲ら に対 し，前項に規定する諸施設 の 拡張，変更 に関す

る諸資料，並びに甲 らが 求め る公害 に関する諸資料 を，提供する 。 3．前二 項の ほか神岡鉱業所

の 操業に係 る公害防止 に関す る調査費用 は ，すべ て 乙 の 負担 とする 。 4，乙は，公 害の 防止等に

関 し今後 さら に 誠意 をも っ て ，甲 らと交渉 し協定を締結する。」とな っ て お り，住民の 立入調

査 と資料公 開が認 め られ ，被害者が 直接発生源を監視 して い く権利 を築い た 。

　三 つ の 文書は 公 害反対運動 の 中 で 極め て大 きな意義を持 つ もの で あ り， 今 まで の 裁判 と い う

最後の 手段を講 じなけ れ ば加害企 業は何 も し なか っ た とい う歴 史に幕 を閉じ，住民 との 直接交

渉に よ り重要な要求 も実現 で きる もの で あ る こ と を 世 に 示 した （近 藤 ，
1972 ：15）。 こ の 文書

を軸 と して イタ イイ タ イ病裁判後の神岡鉱 LLJに よ る公害問題が展 開した 。
つ ま り，裁判後 の 被

害住民 の 課題 は，医療救済 ， 農業被害補償 ， 土壌復元事業及び公害防止対策で あ っ た 。
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畑 ：イ タイイ タイ病 の加 害 ・被害 ・再 生の 社 会史

4，イタイ イタ イ病裁判後 の三 井金 属
・
神岡鉱 山と環境再生

4．1．イタイ イタイ病患者の 認定 と医療救済

　富 山県は ，患者組織 と して イ タ イイ タ イ病対策協議会が 結成 さ れ
， 患者 の 補償 を 国 ， 県及び

三井金属鉱業  へ 要求 し た 翌年 の 1967年に 初 め て ，要治療者に対 して療養費の 自己負担額を支

給 す る と い う医療救済措置を とっ た 。 国は 1968年の 厚生省見解発表後 ， イタ イ イ タ イ病を公害

疾病 と認め，県の 医療救済制度 に補助 を行 うよ うにな っ た。ig69年に 「公害に係 る健康被 害の

救済に 関す る特別措置法」を制定 ・施行 し，認定患者に対 して 同法に基づ く救済措置を と っ た

が ， 真に公 害病患 者を救済する もの で はな か っ た 。 例えば
， 医療手当は 最 も長 い 入 院患者で さ

え月額6千円程度で あ り，とて も治療に専念で きなか っ た。そ こ で，被 害住民 は 「イタイ イ タ

イ病の 賠償 に関す る誓約書」 に基 づ き三井金属鉱業  と交渉を持ち，1973年に医療補償協定を

締結 し，患者の 要求に そっ た医療救済が初め て な され る ように な っ た 。 例 えば
， 現行の 医療補

償協定に よれ ば，まず諸手当 として ，医療介護手当 （月額）が 患者8万 6千 円 ， 要観 察者5万 6千

円，特別 介護手当 （月額）が 実金額 ，
た だ し

， 同居 の 親族 の 介護 の 場合は 9万円，温泉療養費

〔年額）が 5万円が支給さ れ ，
一

時金 と して ，患者認定時に 8百万 円，死亡 時に 2百万 円，要観察

者判 定時 に 百 万 円，死亡時 に百万円が支給 され る 。 医療補償協定に 基づ き三 井金属 鉱業  が支

払 っ た賠償金 は，1971〜97年 の 累計で 約78億 円に達する （表1参照 ）。こ の 医療補償 は，特別措

　　　　　　　表1 イタイイタイ病 の 費用負担　　　　　　　　　置法及び 1974年か らは 「公害

i

費　 　目

一

金　額　　1三 井金属鉱業  負担
　　 　 　 ！

（億 円）
i
鑞 （鮒 率 （％）

人体 被害 補償 78 　 1781DO1971〜97

農業被害補償
　　　　1
170 1701DO1971 〜96

土壌後元費用

『一馳　．  1．一｝

公害防止投資

　 220

冖隔』…i．「1

　 126

86391979 配97

1261001970 〜98

そ の 他
1　 18

　 　 　 　 　 亅一一皿「
18100 行政経費

　 　 　 　 旨

合　 　計 　 1　 612
　 　 　 　 1

478 　
1
　 78

備

行政経費弁償金 ・

出 典 ：木澤 進，1999 ，「裁判 を て こ に した 諸 協定 とそ の 成果 1 ；Nogawa 、
Koji，　Kuruchi ，　Mitsuo 　and 　Kasuya ，　Minoru ，

”
Advances 　in　the　PTevention　of

Environmental 　Cadmium 　Pellution　and 　Countermeasures
唱1
，　Eiko　LabQratory，

Kanazawa ：168−171 な ど よ り作成．

健康被害補償法」 に 基 づ く富

由県認定審査会で認定された

患者 と，判定され た 要観察者

に対 して 行 われ る．なお ，後

述 の 患者認定四条件の うち，

三 条件 まで 満た し
， 第4条件

の 骨所 見 を満 た さな い 者は ，

将来 イ タ イイ タ イ病 に発展 す

る 可 能性 を否定で きな い 者 と

して ，経過 を観察する必要が

ある 者を要観察者 として 判定

する （畑，1997：280−282＞。

　 しか し，4．3項 の い わ ゆ る

「金属鉱業界 の まきか え し」

の 中で 患者を認定 しな い 動 きと，イ タイイタイ病カ ドミ ウム 説そ の もの を否定す る動 きが 強化

され て い っ た。そ の 頂点をなす もの が ，1977年の 認定審査会委員 の 大幅入れ替え で あ り，県は

イ タ イイ タ イ病研究の 第
一

人者で ある 石崎有信 ・金沢 医大教授 （石 崎 ・福島，1968 ：271−283）

を会長 ・委員か ら外 し，代わ りに梶川欽一郎 ・金沢大医学部長 を会長に任命 した 。 梶川 氏は 会

長就任後，イ タ イ イ タ イ病カ ド ミ ウ ム 説 を事実上否定する 論文 を学会誌に 発表 した （梶川他 ，
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1977）。

　認定条件 は，1972年の 環境庁企 画調整局公 害保健課長通知に よる四項 凵　（1、カ ドミウ ム 濃厚

汚染地域 に居住する
，

2．次の 3
，
4が 青年期以後に発現 した，3．尿細管障害が認め られ る ，4，骨

粗 し ょ う症 を伴 う骨軟化 症 の所見が認め られ る）で，イ タイイ タイ病カ ドミウ ム 説 を基礎 に し

て作成 され た もの で あ CD　，それ を基本的に否定する梶川氏 を会長 に した県の 二 元的行政 は批判

され る 。事実，「まきか え し」が 開始 され た 1975 年以 降，ほ と ん ど認定 されな くな り， 主治医

や 大学教授 の 鑑 定で イタイ イ タイ病 と診断 され て い る に もかか わ らず認定 申請 を棄 却 された。

そ もそ も
，

イ タ イ イ タ イ病 と は
， 「腎臓の 尿細胞管が カ ド ミ ウ ム に よ っ て 障害を起 こ し て

， 再

吸収障害が起 こ り，血 液 中 の リ ン や カ ル シ ウ ム な ど が尿 中 に出 て しま い ，こ れ らは 骨 を形 成す

る 成分なの で
， 骨軟化症 に なる病気」 と医学的に解明され て い る 。 し たが っ て

，
カ ドミ ウ ム 暴

露 量 に よ り腎尿細 管障害か ら骨軟 化症 へ と進行 し， 骨量 も多 く骨太の 男性 よ りも， 華奢な 女性

に 目立 つ 病気で ある （畑，1997 ：282）。

　認定 申請棄却 の 仕組み は 1979 年に 「認定条件など の取 り扱 い に関 する 申し合わ せ 」 （内規1）

を作 り，従来 の 公 開 され た認定条件の適用範囲 を運用 ヒ狭 くした こ とにあ っ た 。 そ こ で ，申請

者側は
， 衰弱 し た患者 の 骨の

一
部を切 り取 っ て病理検査する骨生 検 （古木法）で 骨軟化症の 証

拠 を突 き付け，文字 ど お り骨 身を削 っ て 認定 を迫 っ た。 しか し，審査会は 1983年 に 「骨生検の

取 り扱 い に 関する 申 し合 わせ」 （内規2）を作成 して ，さら に認定範囲を狭 くした 。 1987年 の 審

査会で は認定申請者 の 7名全員 を棄却す る に 至 っ た 。 そ こ で
， 被害住民 は 行政 の 後退 を こ の ま

ま に して は，患 者が存在す る の に今後 は 全 く認 定 されな くな る おそ れがあ る と判 断 し，申請棄

却 され た全員が 知事に 異議を申 し立 て たが
，

1988年4月に再度棄却された の で ，同年5月に環境

庁公害健康被害補償不服 審査会に対 し， 不服 審査請求手続 きを と っ た 。 不服審査 は，書面審査

を経て 1990年7月か ら6回口頭公 開審理 が富山市で 行われ，1992年 10月に審査 会の 裁決が 出 され

た が ，そ の 内容は 請求者側の 主張 を概ね認めた （畑，1997 ：282）。

　被害住民団体 と弁護団 は，裁決後直 ちに環境庁 と交渉を行 っ たが，環境庁は 1992年 11月に環

境保健部保健業務課長名で 「裁決に示 された基準 に基 づ きとられ るべ き諸 行政措置 の 実施引 き

延ば しを図 る」通達 を出 した 。同年12月に 環境庁は重松逸造を班長 とす る 8名の 医学専門家に

よる骨軟化症研究班 を組織 し，1993 年4月 に 「骨軟化症 の 診断方法に 関する報告書」を作成 さ

せ た ，
こ れ を受 け て ，保健業務 課長 は4月28 日に富山県 に対 して 「イ タ イイ タ イ病の 認定 にお

ける骨軟化症 の 判定等 に つ い て 」 との 通知 を発 し
，

ようや くイ タ イイ タ イ病の認定基準 を緩和

した。こ の 度 の 不服 審査 会裁決 とそれ を受け た 環境庁保健業務課長通 知は，被害住民 と弁護団

の 粘 り強 い 闘い の成果で あ り，こ の課長通知 を踏まえて 富 lk県認定審査 会は 1993年9月に女性2

人 ， 更 に 11月 に女性ll人 を改め て イ タ イ イ タ イ 病患者 と認定 した （畑 ，
】997 ：283 ）。 1999年度

ま で に 183 （生存6）名 の 患 者が認定 され ，333 〔生存5）名 の 要観察者 が判定 され て い る （全 国

公害弁護i団連絡会議，2000 ：70）。

4．2．農業被害補償 と土壌復元事業

　 1972年8月の 判決 当時，被害住民 団体 は イ タ イ イ タ イ病対策協議会の他 に は婦 巾町 の 鵜坂，
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速星及 び熊野地 区 の 三 つ の 鉱害 （公 害）対 策協議 会の み だ っ たが ，判 決 に勇気付 け られ て 同年

11月に婦 中町の 宮川地 区と富 1」」市新保地 区に も同様 の 組織が作 られ，計六 団体で 1973年 1月に

は神通川流域 カ ド ミ ウ ム被害団体連絡協議会 を結成 した 。 被害住民団体 と弁護団は，「土 壌汚

染問題 に関する誓約書」に基づ き作付停止に伴 う損害賠償，減収補償等を求め て，三井金属鉱

業  と交渉を行 い
T1973 年2月に汚染田 の作付停止 に伴 う損害賠償協定を締結 した。1974年4月

に は過去 の 減収 に対する賠償協定 も締結 した。こ れ ら賠償金は 1971 〜96年 の 累計で 約170億円

に 達す る （表1参照）。
一

方，カ ド ミ ウ ム 等 の 重金属で 汚染 され た土壌 を復元 す る こ とは，発生

源対策 と並 ん で
， 農業 と人体の 被害を未然に 防止する た め に

，
ま た農家 の 生活 を確保する た め

に も，早急 に実施す る必 要が あ っ た。1974年に富山県は神通 川左岸約 650haを上壌 汚染 防 ［ヒ法

に基づ く指定地域 と し た が ，被害住民 は こ の 地域指定が 汚染実態 と合致 しな い として ，県に補

充調査 を実施 させ
，
1977年 まで に神通川右岸 も含め て 約1

，
500ha の 面積 を指定 させ た （図 1参照）。

しか し，被害住民の 度重 なる要求に もか かわ らず，富山県は土 壌復元事業に着手せず，よ うや

く1979 年か らパ イ ロ ッ ト （第
一

次）事業 と し て 108ha （約24億円）の復元に着手 し
，

1994 年 ま

でかか っ た 。．第 r一次事業 の 451ha （約 101億円）は 1983〜94年 に実施 され，第三次事業は残る約

950huの 内約550haが農地 以外に転用され，約400ha （約255 億 円）が 1992年か ら12年かか っ て行

われる計画で あ る 。 1997年現在，約600ha が復元され，復元費用合計は約220億 円に達 し，うち

企業負担額は 約86億円 （39％）で ある （表1参照）（畑，1997 ：283−285 ）。

　復元事業 に つ い て 費用 負担 の 問題 があ り，「土壌汚 染聞題 に 関す る誓約書」で は費用 の 全額

を三 井金属鉱業  が 負担する こ とが 確認 さ れ て い た が
， 富山県が 策定 し た 企業の 費用負担率は

，

第
．一

次事業で 35．1％ （約9億 円），第二 次事業 で 39．4％ （約40億 円）に と ど ま っ て い る 。 富 山県

は，三井金属鉱業 iSEiの 負担 を減額す る根拠 と して ，「公害防止事業費事業者負担法」に基づ く

地域特性 （自然汚 染）と不 存在事業者の 事業活動 （過去 の 事業活動 に よる汚染）を挙げ てい る 。

自然汚 染 とは，神通 川上流 に 鉱床地帯が あ り，そ こ か ら流 出す るカ ド ミ ウ ム に よ り，過去 数万

年の 問に神通 J1［下流域 を 自然汚染 した濃度が 0．34ppm な の で ，こ の 分は三 井金属鉱業  に よ る

汚染 と は 関係が ない と し，第
・
次事業で 34％，第 r．次事業で 26％ も減額 して い る 。 過去 の 事業

活動 に よる汚 染 とは，三井資本経営以 前に存在 して い た事業者が養老年間 （720年頃）か らの

事業活動 に よ り汚染 し た と し て
， そ の 分を粗鉱量780 万 t ，寄与率21％ とする もの で

， 第
一

次

事業で 14％，第二 次事業で 15％ を減額 して い る 。自然汚染で ぽカ ド ミウ ム汚染は 発生 しない し，

過去の 事業活動 に よ る汚染に つ い て も，三井資本経営以 前の粗鉱量 や 寄与率を過 大に見積 も っ

て い る 。 なお，三 井金属鉱業  の 負担分以外は，国 ・県 ・市町の 負担 とな っ て お り， 被害住民

の 負担 はな い （畑 ，1997：286−288）。

4．3．金属鉱業界の ま きか え し

　 『文芸春秋』 1975年2月号の 児玉隆也論文 「イタ イイタ イ病は幻 の公害病か」 を皮切 りに，マ

ス コ ミ に よる い わゆ る 「まきか えし」 キ ャ ン ペ ー
ン が開始 された 。 こ の論文は

， 論文作成 に参

加 した加納大氏が後 に告発 して い る ように 「イ タイイ タイ病は公 害で は ない 。医者 とマ ス コ ミ

が作 り上 げた幻 の 病気だ 。 こ れ は医学上 の常識で ある 。 」 とい う命題 を立証する ため に作 られ
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た もの だ っ た （加納，1976 ：3）。こ うして ，国会内 ，
マ ス コ ミ

， 金属鉱業界等 で
，

イ タ イ イ タ

イ病 カ ドミ ウ ム 説 ， 汚染米対策，土 壌汚染対策 の 見直 し要求が強化 され て い っ た 。 イタ イイ タ

イ病 カ ドミ ウ ム説 の 見直 しを要求する金属鉱業界の 真の ね らい は，汚染米 と土壌復元 に要する

企 業の 費用 を軽減する こ とであ っ た 。 1971年頃か ら休廃止 鉱山 の 公 害問題 が社会問題化 し，国

の公害対策が 強化 され る 中で ，金 属鉱業界は今 まで 怠 っ て きた公害対策を強 制 された。1971年

か ら環境庁が 開始 した全国十壌汚染調査 に よ り，年々 汚染の 実態が明 らか に され，1978年の 汚

染指定地域 は38地域 ，約4，500haに達 した。さらに，オイ ル ・シ ョ ッ ク 以 後の 不況
・
円高 の 中 で ，

金属鉱業界 は増大する公害対策に 大 きな負担 を感 じ，1974 年頃か ら公害対策費の負担 軽減 の た

め に，イタイイ タイ病 カ ド ミウ ム 説 の 見直 しとそれ に よ る 汚染米対策 ・土壌汚染対策費の軽減

要求 を本格化 し て い っ た 。 金属鉱業界の 負担軽減要求の も う
一

つ の 柱は，1973 年 に 成 立 した

「金属鉱 業等鉱害対策特別措置 法」 に 見 られ る よ うに 国家に 負担転嫁 さ せ る こ とだ っ た （畑，

1997　：288−290）。

4．4．公害防止対策の進展

　環境の 再生 に とっ て ，裁判後 も操業を継続す る神岡鉱山 の 無公 害化 は，不可欠 の こ とであ り，

土壌復元 後の 農地を再汚染させ ない 必要条件で あ っ た 。 そこ で ，公害防止協定に基づ き1972年

か ら毎年，全体立 入調査が実施 され，2000年で 29回を数 える に至 り，そ の 参加者は 被害住 民が

延べ 5，000名，専門家が延 べ 2，000 名 に達 し た 。 1974 〜78年 の 問，神岡鉱 山の発生源対策を五 つ

の テ
ー

マ で 調査 研究す る各大学 へ の 委託研 究 も実施さ れ た 。 1980年以 降は委託研 究班 を再 編成

し た協力科学者 グ ル
ー

プが ，被害住 民 や 弁護i団 と と もに専門立入調査 を年10回程度行 っ て きた。

公 害防止協定に 基づ き三 井金属鉱業  が費用負担 した立 入調査 ，委託研究お よび分析 費用 は，

1972〜98年 の 累計 で 約2．3億 円 に 達 し，こ れ ら の 調査研 究 に基づ く科学者の 提言 に よ り，
三 井

金属鉱業  が投資 した公害防止投資額は約 126億 円に 達する （表 1参照〉。 そ の 結果，神 岡鉱 ［1．i

の カ ドミウ ム 排出量 は，1972年の 約 60kg！月 か ら 1999年の 約8kgf月へ と七分の
一

以 下 に 減少 し，

神通川水質の カ ドミ ウ ム 濃度 も1969 年の lppbレ ベ ル か ら1999年 の 0，1ppbレ ベ ル へ と十分の 一
に

減少 し，ほぼ非汚染の 自然河川並に改善され た 。
つ ま り，神岡鉱山の 汚染負荷 はゼ ロ で はな い

が ，神通川水質へ の 影響はほ と ん ど無視で きる よ うに なっ た の で ある 。 ．こ の ように ，被害住民

団体 と発生源企業 との 公害防止協定 に基 づ き，公害防止 対 策を飛躍 的に前進 させ た事例 は，世

界的に も例を見 ない と思われ る （畑，lgg4）。

おわ りに

20世紀 日本の 典型公 害の ．一．つ で あ る イ タ イ イ タ イ病問題 の 教 訓 を次 の よ うに ま とめ る 。

（1）明治維新後 の 日本の 近代化を支えた 足尾，別子，小坂お よ び 日立 の 四大銅 山に よ っ て 引 き

　起 こ された四大鉱毒 ・煙害事件 に お ける被害住民 の 敗北 の 歴史 に終止符を打 っ た 。

（2）戦 後 日本 の 公害病認 定第1号 とな り， 熊本水俣病 ， 新潟水俣病お よ び四 R市ぜ ん そ くを加
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　 えた い わゆ る 「四大公 害裁判」 にお い て ，被害住民勝訴の 先駆けとな っ た 。

（3）四大公害裁判の 被害住民勝訴は
， 日本政府 ・自治体の 公 害関係法条例 の 整備 を促 し，日本

　 の公害問題解決の 出発点とな っ た v

（4）イ タイイ タイ病裁判後 も，裁判勝利を て こ とした被害住民団体 と加害企業 との 諸協定に基

　 づ い て ，イ タイイ タ イ病問題の 完全解決まで 粘 り強 く諸活動を続けて い る。

（5）操業を続ける神岡鉱［」iの無公害化，神通 川 の 水質浄化，汚染農地 の 土 壌復元 な どで ，画期

　 的 な成 果を挙げ て お り，こ の 経験は ア ジ ア の 開発途上 国 の 環境問題 にも活かせ る。

　
一

方 ，
1998 年富山テ レ ビ制作 の ドキ ュ メ ン タ リ ー 『30年目の グ レーゾー ン 』 に 「WHO

一
卜年

戦争」 と紹介 され た ように ，イ タ イ イ タ イ病の公害病認定後3  年以 上 過 ぎた 現在で も，イタイ

イ タ イ病 カ ド ミ ウ ム 原 因説 を 否 定す る 一
部 の 医学者や 金属鉱 業界 の 国際的策動は続 い て い る 。

こ の よ うな策動 に．【Lめ をさす ため に，公 害病認定 30周年 を記念 して 1998年 に富山市で 開催 され

た 「イ タ イイ タ イ病 と カ ドミ ウ ム 環境汚染対策 に関する国際シ ン ポ ジウ ム 」は，カ ドミウム 汚

染の 広が りを明 らか に した。第
一

に，イ タイイ タイ病の原 閃が カ ドミ ウ ム で ある こ とを再確認

し，神通川流域以 外の長崎県の対馬，兵庫県の市川流域，石川県 の 梯川流 域な どで もイ タイイ

タ イ病患者が存在する こ と，第「 に，日本，中国， ドイ ツ ，ベ ル ギー， ス ウ ェ
ーデ ン な ど世界

各地の カ ドミ ウ ム 汚染地 で イタ イイタイ病 の 前段症状 で あ るカ ド ミ ウ ム腎症が多発 して い る こ

と，第三 に，カ ドミ ウム 摂取量 が
一 U 平均30y9 で 15 ％ の 人に軽度 の 腎臓障害が発生する こ と，

第四 に，現在の 日本人 の 米か らの カ ドミ ウ ム 摂取量は一
日平均50μ gで ，欧米諸国 の 15μ g以 下

と比 べ て か な り多 く，全体 の 4％ に腎臓 障害 を発生 させ る量 で ある こ とな どが 発 表 さ れ た

（Nogawa 　et．al．，1999）。

　現在 ，
カ ド ミ ウ ム 腎症は 公 害病 に認定 され て い な い が，認定 して救済する べ きで ある 。 日本

人 の 腎臓皮質の カ ド ミ ウ ム 濃度は
， 外国人と比べ て ずば抜けて高 く，と くに，秋 田県と東京都

の デ
ー

タ が高 い
。 大阪府で も腎臓皮質 の カ ドミ ウ ム 濃 度 の 増 大が 最近報告 され て い る 。 最近 ，

FAOIWHO 合同食品規 格委員 会 （CODEx ）で は，国際的な カ ド ミ ウ ム研究の 進展 を踏まえて ，

米な ど の 穀物 や豆類 の カ ド ミ ウム 許容基準の 強化が検討され ，現在の 日本米 は基準案の O．lppm

を20〜30％超 え る とされ る 。 基準案に対応するた めに，食糧庁が実施 した 1997〜98年産米の 全

国調査で は，秋 田県，新潟県，宮城 県な どの 米所で lppm以上 の カ ド ミ ウ ム 汚染米や 0．4ppm 以

上 の 準汚染米が 100ヵ 所近 く検出され た。こ の ように ，イ タ イイ タ イ病は 過去 の 公害病で は な

く，
カ ド ミ ウ ム汚染問題 もまだ未解決な の で ある （畑，2000）。

文献

石 II1奇有信 ・福島匡 昭，1968 ，1
一
イ タ イ イ タ イ病 」『F1本衛生 学雑誌』23 ：271−285．

萩野 昇 ・吉 岡 金市 ，1961，「イ タ イ イ タ イ病の 原 因 に 関 す る研究 に つ い て 」『目 整外会誌』35 ：812 −815．

畑明郎，1994
， 「イ タ イ イタ イ病

一
発生源対策22年の あゆ み 』実教出 版．

畑 明郎 ，1997，r金 属 産 業 の 技 術 と公 害 』 ア グ ネ技 術 セ ン ター．

畑 明郎 ，2000，「カ ドミ汚 染 米問 題，再 燃 す る」『環境 と公 害』29−4 ：49．54．

加納大，1976，「文芸春秋の 魔女狩 りを告発す る 」『市民 』7月弓
．
：2−23．

52

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

特集 ：公 害問題 へ の 視点

梶 川 欽
一

郎 ・北 川 正信 ・黒田 邦彦，1977，1
一
富山県 カ ド ミ ウ ム 非汚染地 区 に 見 出 され た 骨軟化症 の 1剖 検例 」

　『金沢大学 1’全医学会雑誌』86−5・6 ：559−563．

小泉清明，1952，r高原 川水質汚染 に 関す る調査 結果報告』．

近 藤忠孝，1969，「富 山 県
一

イ タイ イ タ イ病訴訟 の 現 状」『法律時報』41−ll ：69−72 ．

近 藤 忠 孝，1972，「イ タ イイ タイ病 控訴 審判 決 と住民 運動」『法学セ ミナ
ー110月号 ：10−19．

厚 生 省 ，
1968

，
『富山県 に お ける イ タ イイ タ イ病 に 関す る 厚生 省 の 見解』．

倉知三 夫 ・利根川 治夫 ・畑明郎編著，1979，『三 井資本 とイ タ イ イ タ イ病』大月書店．

三 井金 属鉱 業  神岡鉱 業所，1973，『事業の 概 要」．

Nogawa
，
　 Koji

，
　 Kurachi，　 Mitsuo　and 　Kasuya，　 Minoru，1999，

“
Advances　in　the　Prevention　of 　Environmental

　 Cadmium 　Pollutio冂 and 　Countelmeasures
”
，　 Eiko　Laboratory ，　 Kallazawa ．

全 国公 害弁護団連絡会議，2000，『公 害弁連 第29回総 会 議 案書』．

　　　　　　　　　　　　 （は た ・あきお）

20〔｝0年2月26日受理 ，2000年6月10日褐載決定

53

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The  JapaneseAssociation  for  Environrnental  Sociology

THE  SOCIAL  HISTORY  OF

 THE  ITAI-ITAI  DISEASE

HATA  Akio

            Faculty of  Business

         OSAKA  CITY  UNIVERSITY

3-3-138, Sugimoto, Sumiyoshiku, Osaka, 558-8585, JAPAN

   Itai-itai disease, which  has its origins  in post-World War  II environmental  problems,

was  the first pollution-caused illness to be the subject  of  a  Japanese  lawsuit. Of  the four

major  pollution-related  lawsuits in Japan, the Itai-itai case  also  represents  the first ver-

dict in favor of  the victims.This  case  has many  parallels to the  Ashio Mine  Nuisance  which

took  plaee during the modernization  ofJapan.

   This paper  considers  (1) the history  of  the mine  nuisance  cause  by the  Kamioka  mine

after  the  16th  eentury,  (2) the history of  the Mitsui Kamioka  mine  after  1878, (3) the Itai-

itai disease suit,  and  (4) the  prevention of  cadmium  pellution and  ceuntermeasures,  In

addition,  the author  summarizes  the  social  processes  between the assailant  and  the vic-

tims  in the Itai-itaicase.

   In May  1998, the International Symposium  on  Itai-itai disease, Environrnental

Cadmium  Pollution and  Countermeasures was  held in Japan  to mark  the 30th anniversary

of  the recogriition  of  pollution-caused diseases. This Symposium  confiTmed  Itai-itai disease

as  the most  severe  manifestation  of  chronic  cadmium  poisoning and  oflbred  direction for

those  seeking  a  solutien  to environmental  eadmium  pollution. However,  as  the  recent  dis-

covery  of  cadmium-polluted  rice  in Japan  demonstrates, the  problem  is far from  solved.

haywords  andphrases:  ltai-Itai disease, Mitsui ccrpital, Kttmioka mine,  eadmium  pollution,

   mtne  nuLsance
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